
Miyagi Pitch Contest インタビュー記事作成・掲載業務 仕様書 
 
１ 委託業務の名称  
   Miyagi Pitch Contestインタビュー記事作成・掲載業務 

 
２ 委託期間 

契約締結の日から令和９年３月１２日まで 
 

３ 委託業務の目的  
県が令和５年度から令和７年度までに実施した Miyagi Pitch Contest（以下「MPC」

という。）の登壇者を対象に、MPCで発表した事業やその開発に至る経緯、社会課題の解
決に向けた今後の活用等についてインタビューし、そのインタビュー記事を、スタート
アップの成長支援を担う投資家、金融機関、企業等（以下「スタートアップ支援者」と
いう。）の閲覧数が多い広告媒体（自社が保有し、かつ、運営する、いわゆるオウンド
メディアや、オープンイノベーションメディア等を想定している。）に掲載して発信す
ることにより、当該登壇者の認知度向上や成長を支援することを目的とする。 

 
４ 委託業務の内容 

受注者は次に掲げる業務を実施すること。 
なお、業務の実施に当たっては、随時、発注者へ進捗状況の報告や協議をすること。 

（１）インタビューの実施及び記事の作成  
ア 発注者が選定する MPCの登壇者１０名に対し、インタビューを実施すること。  
 
イ インタビュー結果をもとに MPCの登壇者ごとの記事を 10本作成すること。記事の
作成に当たっては、インタビューの対象者に対し、校正を依頼し、指示に応じて修
正の上、最終的な承諾を得ること。 

 
（２）オウンドメディア等への掲載及び情報拡散  

ア 作成した記事を、多数のスタートアップ支援者による閲覧が期待できるオープン 
イノベーションメディア等へ掲載すること。  

 
イ 記事掲載のタイミングは、発注者側のイベント開催時期に合わせるなど、効果的 
な時期を発注者と協議の上、決定すること。  

 
ウ 掲載した記事について、Facebookや X（旧 Twitter）等による配信を行うこと。  
 
エ SmartNews等との連携や、Facebook広告等の SNS広告を活用し、１記事当たり３ 

万インプレッションの配信を目安に拡散を図ること。 
 

５ 実施計画及び成果品の提出 
（１）実施計画について  

受注者は契約締結後、発注者と協議の上、インタビューから記事掲載までの実施 
計画を立て、本業務を実施するものする。  

 
（２）成果品の提出 

受注者は委託期間の満了期日までに、次に掲げる事項に注意の上、上記４の委託 
業務に関する成果品を発注者に提出するものとする。  
ア 成果品の構成  

作成した記事及びサムネイル画像の電子データとする。  
イ 納入物 

電子データ（ＰＤＦ形式等）で提出すること。 
ウ 納入場所  

〒980-8570 宮城県仙台市青葉区本町三丁目８番１号  
宮城県企画部産業デジタル推進課（宮城県行政庁舎３階）  



６ 留意事項  
（１） 成果品の帰属及び著作権  

本業務により得られた成果品は、発注者に帰属するものとする。 
（２） 秘密の保持  

受注者は、本業務の処理上、知り得た情報を機密情報として扱い、契約の目的 
以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。また、本業務に関して知り得 
た情報の漏えい、滅失の防止、その他適正な管理のために必要な措置を講じなけ
ればならない。業務完了後もまた同様とする。 

（３） 個人情報の保持  
受注者は、本業務を処理するための個人情報の取扱いについて、別記「個人情報 
取扱特記事項」を遵守しなければならない。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



別 記 

個人情報取扱特記事項 

（基本的事項） 
第１ 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約に係る業務（以下単に「業
務」という。）の実施に当たっては個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情
報の取扱いを適正に行わなければならない。 
（秘密の保持） 

第２ 受注者は、業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に知らせてはならない。業
務が終了し、又はこの契約を解除された後においても、同様とする。 

 （個人情報管理責任者等） 
第３ 受注者は、業務における個人情報の取扱いに係る管理責任者（以下「個人情報管理
責任者」という。）及び業務に従事する者（以下「業務従事者」という。）を定め、書面
により発注者に報告しなければならない。 

２ 受注者は、前項の個人情報管理責任者及び業務従事者を変更する場合は、事前に書面
により報告しなければならない。 

３ 個人情報管理責任者は、個人情報取扱特記事項（以下「特記事項」という。）に定め
る事項を適切に実施するよう業務従事者を監督しなければならない。 

４ 業務従事者は、個人情報管理責任者の指示に従い、特記事項に定める事項を遵守しな
ければならない。 

 （作業場所の特定） 
第４ 受注者は、個人情報を取り扱う場所（以下「作業場所」という。）を定め、あらか
じめ発注者に報告しなければならない。 

２ 受注者は、作業場所を変更する場合は、事前に発注者に報告しなければならない。 
 （個人情報の持ち出しの禁止） 
第５ 受注者は、発注者の指示又は事前の承諾がある場合を除き、個人情報を作業場所か
ら持ち出してはならない。 
（保有の制限） 

第６ 受注者は、業務を行うために個人情報を取得し、又は作成するに当たっては、個人
情報の保護に関する法律（平成 15年法律第 57号。以下「法」という。）第 61条第１項
に規定する法令の定める所掌事務又は業務を遂行するため必要な場合に限り、利用目的
の達成に必要な範囲を超えて個人情報を保有してはならない。 
（個人情報の目的外利用及び提供の禁止） 

第７ 受注者は、発注者の指示がある場合を除き、業務に関して知り得た個人情報をこの
契約の目的以外のために利用し、又は発注者の書面による承諾なしに第三者に提供して
はならない。 
（漏えい、毀損及び滅失の防止等） 

第８ 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、毀損及び滅失の防止その他の
個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 
（教育の実施） 

第９ 受注者は、個人情報管理責任者及び業務従事者に対して、在職中及び退職後におい
ても当該契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当
な目的に使用してはならないこと、及び特記事項において業務従事者が遵守すべき事項
その他業務の適切な履行に必要な事項について、教育及び研修を実施しなければならな
い。 
（資料の返還等） 

第 10 受注者は、業務を処理するために、発注者から引き渡された、又は受注者自らが取
得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料は、業務完了後直ちに速やかに、か
つ、確実に廃棄するものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法による
ものとする。 
（複写又は複製の禁止） 

第 11 受注者は、業務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資
料等を発注者の書面による承諾なしに複写又は複製してはならない。 



 （個人情報の運搬） 
第 12 受注者は、業務を処理するため、又は業務完了後において個人情報が記録された資
料等を運搬する必要があるときは、個人情報の漏えい、紛失又は滅失等を防止するた
め、受注者の責任において、確実な方法により運搬しなければならない。 
（再委託の承諾） 

第 13 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の処理を自ら行うものとし、発注者が書
面により承諾した場合を除き、第三者にその取扱いを委託してはならない。なお、再委
託した業務を更に委託する場合も同様とする。 

２ 受注者は、前項の規定による承諾を受ける場合は、再委託先の名称、再委託する理
由、再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う情報、再委託先における安全
性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にした
上で、業務の着手前に、書面により再委託する旨を発注者に協議し、その承諾を得なけ
ればならない。 

３ 前項の場合、受注者は再委託先にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるととも
に、発注者に対して、再委託先の全ての行為及び結果について責任を負うものとする。 

４ 受注者は、再委託先との契約において、再委託先に対する管理、監督の手続及び方法
について具体的に規定しなければならない。 

５ 受注者は、再委託先に対して業務を委託した場合は、その履行状況を管理・監督する
とともに、発注者の求めに応じて、管理し、及び監督の状況を発注者に対して適宜報告
しなければならない。 
（実地調査） 

第 14 発注者は、受注者が業務に関して取り扱う個人情報の利用、管理状況等について、
随時実地に調査することができる。 
（指示及び報告等） 

第 15 発注者は、受注者が業務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確保するため、
受注者に対して必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出を求める
ことができる。 
（個人情報に関する取扱要領等の作成） 

第 16 受注者は、個人情報の適切な管理を確保するため、業務に関して取り扱う個人情報
の取扱要領等を作成し、発注者に報告しなければならない。 
（事故発生時の対応） 

第 17 受注者は、業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、その事故の発
生に係る帰責の有無にかかわらず、直ちに発注者に対して、当該事故に関わる個人情報
の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を書面により報告し、発注者の指示に従う
ものとする。 

２ 発注者は、業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当
該事故に関する情報を公表することができる。 

 
 


